
 

 

Ⅱ-２ 保護者への引き渡し（地震・津波を想定） 

（１）校内で引き渡しをする場合の対応（津波警報・注意報解除後） 
 

※津波警報・注意報発令中は引

き渡しを行わない。 

○各種情報を確認し，安全の可

否を判断する。 

○津波警報・注意報解除後，引

き渡し実施可否の判断は，校

長が行う。 

○発災後，電話，メールが使用

できなくなることから，事前

に，文書等でとり決めておく

ことが必要である。 

○保護者に対しても災害に関す

る情報を提供し，児童を引き

渡さず，保護者とともに学校

に留まることや避難行動を促

すこともある。 

○保護者以外の引き渡しについ

ては，事前に確認しておく。 

（個人カードの中に引き渡し者

を明記するなど） 

〇引渡者に明記されていない者

への引き渡しは行わない。 

＜引き渡しの判断基準＞ 

〇津波警報・注意報が地震の震度に優先すること。 

 例：震度が４でも津波警報（注意報）が発令された場合は，「津波警報・注意報発令で判断」の

シミュレーションにしたがう。 

〇引き渡し拒否する場合があることを承知していること。 

〇引き渡し場所は，原則体育館（体育館が使用不能な場合は昇降口）とする。 
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